
企業送迎車両活用事業利用規約 

 

 

第１条（総則） 

１ 企業送迎車両活用事業利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、葛飾区（以下、

「区」といいます。）と企業送迎車両活用事業に係る協定を締結した事業者（以下、「事

業者」といいます。）が実施する企業送迎車両活用事業（以下、「本事業」といいます。）

を地域住民が利用する際の諸事項を定めるものです。 

２ 本事業は、事業者が自己の営業活動を目的として顧客等を送迎する車両において、車

両の空席の範囲で地域住民を送迎する事業です。 

３ 本事業の利用者は、本規約を順守するものとします。 

４ 区は、利用者の了承を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。

また、本規約が変更された場合、利用者は変更後の規約に従うものとします。 

 

第２条（利用対象者） 

 本事業の利用対象者は、次の各号すべてに該当する方とします。 

（１）有効期間内の東京都シルバーパスを所持していること。 

（２）送迎車両に一人で乗降できること。 

 

第３条（運行経路及び運行日等） 

 本事業の運行経路、停留所、運行日及び運行時間は、別紙のとおりとします。 

 

第４条（利用料金） 

 本事業の利用は、無料とします。 

 

第５条（同意事項） 

 本事業の利用者は、次の各号すべてに同意し、従うものとします。 

（１）乗車の際は、利用者名義で有効期間内の東京都シルバーパスを運転者に提示するこ

と。 

（２）第３条で定められている停留所を利用すること。 

（３）送迎車両乗車中は、運転者の指示に従い、安全な乗車に努めること。 

（４）空席状況や運行時間の遅延により、乗車できない場合があること。 

（５）利用は個人での利用に限り、団体での利用はしないこと。 

（６）自らの不注意による事故について、区、事業者及び運転者に対してその責任を問わ

ないこと。 

（７）他の同乗者から感染症等に感染する可能性があることを理解し、事業者及び運転者

に対してその責任を問わないこと。 

（８）区又は事業者が実施するアンケート等に協力すること。 

 



第６条（禁止事項） 

 本事業を利用する際は、次の各号に定める行為をしてはならいないものとします。 

（１）法令または法令上拘束力のある行政措置への違反。 

（２）公の秩序または善良の風俗を害すること。 

（３）送迎車両の他の乗客、その他第三者の権利を侵害し、または迷惑をかけること。 

（４）本事業の運行または事業者の営業の妨げとなる行為を意図して行うこと。 

 

第７条（利用停止） 

１ 第２条の規定に該当しなくなった場合は、本事業の利用はできません。 

２ 第５条の規定に違反した場合または第６条に規定する行為をした場合、本事業の利用

をお断りすることがあります。 

３ 前２項のほか、本事業利用者として不適当であると区長又は事業者が認める場合、本

事業の利用をお断りすることがあります。 

 

第８条（賠償） 

１ 事業者の故意又は過失による送迎車両運行中の事故等に係る賠償責任は、事業者が負

うものとします。 

２ 利用者が第６条の規定に違反しまたは第７条に規定する行為をして、事業者または第

三者が損害を被った場合は、利用者の責任においてその損害を賠償していただきます。 

 

第９条（事業の変更及び休廃止） 

１ 本事業は、事業者の善意の協力により運営しているため、事業者が本来の事業に支障

があると判断した場合には、本事業を変更、休止または廃止することがあります。 

２ 前項について、利用者は異議なく従うものとします。 

 

 

施行 令和４年１１月１日 

  



＜運行経路及び停留所＞          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運行経路は、平和橋自動車教習所送迎ルート（平和橋自動車教習所～亀有駅）のうち

の平和橋自動車教習所～立石駅通り区間です。 

 

＜運行日及び運行時間＞ 

運行日 運行時間 

 運行日は、以下の平和橋自動車

教習所休業日を除いた日です。 

 

（１）年末年始休業 

  12 月 28 日～1 月 4日 

（２）イベント休業 

 年間数日程度で、休業が決定

次第周知します。 

 

   教習所発    「立石駅通り」バス停発  
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